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留寿都村ふるさと納税返礼品取扱事業者の募集について 

 

 平素より、村政の執行に対しましては、多大なるご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上

げます。 

さて、標題の件につきまして、村ではこの度、別添「留寿都村ふるさと納税返礼品取扱事業者募

集要領」のとおり、ふるさと返礼品取扱事業者を募集することとなりましたので、この旨を住民の

皆様にお知らせします。 

なお、本件に関して、お問い合わせ等がございましたら、留寿都村役場総務課（ 46－3131）ま

で照会してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務課管財厚生係 担当：山﨑） 



留寿都村ふるさと納税返礼品取扱事業者募集要領 

 

１ 趣旨 

  地場産品の販路拡大及び地域の産業振興を図るため、地域の魅力あふれる

特産品を提供する留寿都村ふるさと納税の返礼品取扱事業者の募集に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

２ 応募要件 

（１）次のいずれかに該当している法人、個人又は団体であること。 

  ① 村内に営業所等を有し、現に村内で事業を営んでいる法人 

  ② 村内に住民登録を有し、現に村内で事業を営んでいる個人 

  ③ 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めた法人等 

（２）通信販売等の販売実績があり、返礼品の品質等に関する苦情などに対し、 

再発送による対応など、状況に応じ素早く誠実な対応ができること。 

（３）安定した品質や数量の供給が見込まれること。 

（４）法令等に基づき、生産、製造及び販売に許可等が必要なものについては、 

許認可機関の許可等を受けていること。 

（５）村税及び留寿都村債権管理条例（平成 27 年留寿都村条例第 17 号）第２条 

第１号に規定する村の債権に未納がないこと。 

（６）事業者（事業者が法人の場合は、その代表者、役員又は実質的に経営を支 

配する者）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法 

律第 77 号）第２条第２項及び第６項に規定する暴力団及び暴力団員に該当 

しないこと。 

 

３ 応募方法 

（１）提出書類 

次の書面を提出すること。 

① 取扱事業者登録申込書（別記第１号様式） 

② 誓約書兼宣誓書（別記第２号様式） 

（２）提出先 

  留寿都村役場総務課管財厚生係 

〒048-1731 虻田郡留寿都村字留寿都 175 番地 

TEL：0136-46-3131 FAX：0136-46-3545 

メールアドレス：s-soumu@vill.rusutsu.lg.jp 

 

 

mailto:s-soumu@vill.rusutsu.lg.jp


（３）提出書類の入手方法 

留寿都村役場総務課に請求又は村ホームページからダウンロードするこ

と。 

   URL http://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00002482.html 

 

４ 募集期間 

  令和２年５月 29 日（金）までとする。ただし、募集期間以降、応募案件が

生じた場合には、随時募集を受け付けることとする。 

 

５ 返礼品取扱事業者の決定 

留寿都村ふるさと納税返礼品取扱事業者等に関する基準（平成 29 年留寿都

村訓令第 15 号）等に基づき応募内容を総合的に判断し、返礼品取扱事業者と

して登録することとした場合は、取扱事業者登録証明書により通知する。 

 

 

６ その他留意事項 

（１）返礼品の品質等に関する苦情や補償に関しては、対応窓口である合同会社 

あいふるサポーと調整の上、誠意と責任をもって対応すること。 

（２）留寿都村個人情報保護条例（平成 16 年留寿都村条例第 17 号）及び関係法

令を遵守すること 

（３）本要領に記載のない事項については、別途指示に従うこと。 
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参考として、返礼品の要件を掲載します。 

 

（１）返礼品要件 

① 別添「留寿都村ふるさと納税返礼品基準」に該当するものであること。 

② 金銭類似性又は資産性が高いものでないこと。 

③ 年間を通して安定的に供給ができるものであること（季節商品は除く）。

④ 村が委託する業者指定の宅配業者（クロネコヤマト）により配送が可能 

 な商品等であること。 

④ 各種関係法令を遵守したものであること。 

 

 

（別添） 

 

留寿都村ふるさと納税返礼品基準 

 

１ 基準（次のいずれかの要件を満たすもの） 

（１）留寿都村内で生産されたもの 

（２）留寿都村内で返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの 

（３）留寿都村内で返礼品等の製造，加工その他の工程のうち主要な部分を行

うことにより相応の付加価値が生じているもの 

 

２ 価格 

 寄附金額の３割以内とする（消費税・梱包代を含み、送料は含まない。）。 


